
 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布 

 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を本日公布しました。 

 

１ 改正概要 

以下の法令の改正に伴い、当該法令を引用し規定している危険物の規制に関する規則（昭和 34

年総理府令第 55号。以下「危規則」という。）の改正を行うものです。 

１．地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成 29年法律

第 52 号）による介護保険法（平成９年法律第 123号）の改正 

（介護保険施設の新たな類型として、長期療養のための医療と介護を提供する「介護医療院」

が新設されることに伴う改正） 

 

２．障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改

正する法律（平成 28 年法律第 65 号）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）の改正 

（障害者総合支援法において「共同生活援助」、「地域活動支援センター」及び「福祉ホーム」

について規定している条項が、それぞれ同法第５条第 15項を同条第 17項に、第５条第 25項

を同条第 27項に、第５条第 26項を同条第 28項に改められることに伴う改正） 

 

２ 省令の公布 

消防庁では、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成 30 年総務省令第 21号）

を本日付けで公布しました。 

改正省令新旧対照表 U（別紙） 

 

 

 

 

 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室  

担当：大越課長補佐、松葉 

 T E L：０３－５２５３－７５２４（直通） 

 F A X：０３－５２５３－７５３４ 

 Mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 
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